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(1) 都市計画による土地利用の誘導 

昭和 42 年に本市において初めて用途地域の指定を行い、その直後の昭和 43 年には、市

街化区域及び市街化調整区域の区域区分や用途地域種別の細分、開発許可制度の創設など

が盛り込まれた都市計画法の抜本的な改正がなされました。 

本市では、高度経済成長期の人口の急激な流入に対応し、昭和 45 年に無秩序な市街化を

防止するとともに計画的な市街地の形成と土地利用の規制・誘導を図るため、市全域を「市

街化区域」と「市街化調整区域」に区分しました。これにより、市街化調整区域に指定さ

れた地域では、原則として市街化が抑制されることで大幅な景観の変容は抑えられること

となりました。また、市街化区域では「用途地域」を指定し、特に東部の丘陵地等では、

住居専用地域の指定や地区計画等により良好な住宅地の形成に寄与してきました。 

 

線引き当初の都市計画図（昭和 45年 11月 20日） 

 

 

３．都市景観形成に関わるこれまでの取り組み 
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また、本市では比較的小規模の地区を対象に、建築物の建築形態、公共施設の配置等か

らみて、それぞれの区域の特性に相応しい良好な環境の街区を整備し、保全するため、現

在までに 15地区において地区計画を定めています。 

 

地区計画地区の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太秦第２ハイツ地区 

地区計画区域 

三井南町地区 

香里三井が丘地区 

香里北之町・香里西之町地区 

成田東町地区 

成田東が丘地区 

八幡台地区 

寝屋南地区 

太秦ハイツ地区 

高宮あさひ丘地区 

仁和寺松下住宅地区 

萱島東地区 

打上地区 

高倉二丁目地区 

成田西町香風台地区 

都市計画道路 
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(2) 条例や要綱に基づく都市景観の誘導 

人口増加が落ち着くとともに市街地の成熟化が進むに伴い、市民のまちへの愛着や誇り

を取り戻すことが、まちづくりの重要な課題として捉えられるようになりました。 

そこで、本市では、平成４年度に「寝屋川市都市景観整備基本計画」を策定し、都市景

観のあるべき姿を示しました。 

さらに、平成 6 年には「寝屋川市都市景観要綱」（平成 14 年４月に一部改正）を制定し、

景観形成に関する施策の枠組みを整備するとともに、本要綱に基づき、景観に与える影響

が大きい大規模建築物についての景観誘導を行っています。 

さらに、「寝屋川市都市景観要綱景観形成ガイドライン」（平成 18 年４月）に基づき、都

市景観の形成に係る具体的技術基準を示す都市景観要綱指導基準ガイドラインを提示し、

景観誘導を行っています。 

 

また、大阪府では、大阪府景観条例の制定以降、府域全体の方針を示す「大阪府景観形

成基本方針」や公共事業における配慮の指針である「大阪府公共事業景観形成指針」を策

定するとともに、7 つの景観形成地域を指定し、大規模建築物等の届出による指導誘導を実

施されてきました。 

さらに、民間団体、地域活動団体、地方公共団体等で構成する「大阪美しい景観づくり

推進会議」や府及び市町村を構成員とする「大阪府景観形成誘導推進協議会」の活動を通

じて、府民、事業者及び行政が協力し、良好な景観形成への取り組みを積極的に推進され

てきました。 

 「景観法」が平成 16 年 6 月に制定されたことに伴い、「景観法」を効果的に活用するこ

ととし、府の景観条例に基づき、景観形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、景観形成の目標に関する事項、景観形成を推進するための施策の体系に関する事項、

景観形成を推進する地域に関する事項等について定めた府の基本方針について、これまで

の景観施策の実績、状況の変化を踏まえ、基本目標等の見直しが行われました。 

なお、府の基本方針は、府が広域的観点から景観形成に関する施策を推進するための方

針・考え方を示すもので、市町村が景観形成の方針を定めようとする際のガイドラインに

もなりうるものですが、地域の特性に応じた景観形成の方針等を策定している市町村の区

域においては、当該方針等に基づくものとしています。 

 また、この府の基本方針に基づき、「大阪府景観計画」が策定され、本市では、道路軸と

して「大阪外環状線（国道 170 号）沿道区域」、「第二京阪道路沿道区域」が、河川軸とし

て「淀川等沿岸区域」が、やまなみ緑地軸では「第二京阪道路以東区域」が景観区域とし

て定められています。 
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(3) 寝屋川八景の取り組み 

「寝屋川八景」が昭和 61 年に制定されてから 20 数年が経ち、本市の装いもまたその姿

も、時間の経過にともなって大きく変貌しました。 

市内に存在する愛すべき地域の有形無形の文化を再発見し、その付加価値を高めて、市

民の郷土愛の醸成を図るとともに、その地域資源を市民共有のものとして認識し、わがま

ち寝屋川の魅力を市内外へ発信していくことを目的として、平成 21 年１月１日にあらため

て「新寝屋川八景」を制定しました。 

 

 

 

 

 

 

「香りの丘」成田山不動尊 

 

新寝屋川八景 

「木漏れ日溢れる憩いの場」寝屋川公園 

「故郷伝承・はちかづきの

里」寝屋のまちなみ 

 

「四季いろどりの散歩道」 

友呂岐緑地 

 

「寝屋川のえべっさん」 

ねや川戎 

 

「古の歴史・ロマンへの

誘い」太秦高塚古墳 

 
「近代的な駅舎との融合」 

萱島駅のくすのき 

 

「広大で自然豊か

な」淀川河川公園 

都市計画道路 



 

 - 8 - 

(4) 景観に配慮した都市施設の整備 

本市では、地域の特性や市民意識に応じて、景観にも配慮した都市施設の整備に取り組

んでいます。その一例として、市街地再開発事業に伴い整備される都市計画道路寝屋川駅

前線の景観については、市民ワークショップを開催し、市民とともに道のデザインや舗装、

ストリートファニチャーの設置、無電柱化などについて検討しました。 

 

都市計画道路寝屋川駅前線デザイン検討市民ワークショップの風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


